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 少子化に伴い、子ども・子育てを取り巻く環境が 

変化し、子育て支援に対するニーズが多様化する中、 

行政サービスのあり方についても、保健・福祉・医療 

・教育をはじめとする総合的かつ多面的な支援の充実 

が必要となっています。 

 

当市ではこれまで、子育て世代への支援を最優先で取り組むべき施策の一つとし、

子育て世代の経済的な負担の軽減をはじめ、一人の子どもが生まれてから社会人とし

て自立するまでの成長過程に応じ、点から線へ、その線をより太いものへ、そして、

その太い線がやがて面となっていくような切れ目のない支援を行うため、各種の施策

に取り組んでまいりました。 

 

 平成 27 年度に策定した第一期「一関市子ども・子育て支援事業計画」では、仕事

と子育ての両立を目指し、認定こども園化や小規模保育事業等の導入による待機児童

対策や放課後児童クラブの拡充など、働く親の負担を軽減し、子どもが育つ環境の質

の向上と地域のニーズに応じた多様な子育て支援に取り組んできたところです。 

  

 このたび策定した令和２年度から令和６年度までを期間とする「第二期一関市子ど

も・子育て支援事業計画」では、第一期計画の理念を踏まえつつ、次代を担う子ども

たちが心身ともに健やかに成長できるよう、地域社会全体で子育てを支援していくこ

とを目指し、当市で子育てをする皆様が、安心して子育てができ、住み続けたいと思

っていただける施策をよりきめ細かに展開してまいります。 

 

 結びに、計画の策定にあたり、熱心にご議論をいただきました一関市子ども・子育

て会議委員の皆様や、アンケート調査にご協力をいただき貴重なご意見をお寄せくだ

さいました多くの市民の皆様に、衷心より御礼を申し上げます。 

 

   令和２年３月 

        

一関市長               

  

はじめに 
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第１章 計画策定にあたって 
第１節 計画策定の背景と趣旨 

 

近年、わが国では、少子化が急速に進行し、子どもや子育てをめぐる環境は、核家族化や地域

のつながりの希薄化により、子育てに不安や孤立感を覚える家庭が少なくありません。また、就

労形態の多様化や共働き家庭の増加等に伴い、保育や放課後の安全・安心な居場所のニーズ等が

年々増加しており、すべての子どもたちが健やかに成長していくために、子どもの育ちと子育て

を社会全体で支える仕組みが求められています。 

 

これらの課題を解決するため、国においては、平成 24年８月に子ども・子育て支援法をはじめ

とする「子ども・子育て関連３法」が成立し、幼児期の学校教育や保育、地域の子育て支援の量

の拡充や質の向上を進めていく「子ども・子育て支援新制度」が平成 27年４月にスタートしまし

た。 

その後、保育や放課後児童クラブの待機児童の解消を目指して、平成 29年６月に「子育て安心

プラン」、平成 30年９月に「新・放課後子ども総合プラン」が策定されたほか、令和元年 10月に

は、保護者の負担軽減のため、社会保障・税一体改革による財源を活用した「幼児教育・保育の

無償化」が完全実施されました。 

 

当市でも、「子ども・子育て支援新制度」の施行を受け、「一関市子ども・子育て支援事業計画

『いちのせき子育てプラン』」（以下「第一期計画」という。）を平成 27年３月に策定し、「子育て

に喜びを感じ、家族の絆と地域で支え合うまちづくり」の実現のため、子育て支援に関する様々

な取組を推進してきました。 

このたび、第一期計画の計画期間が令和元年度に終了することから、国の動向や市民ニーズ、

第一期計画の成果や課題を踏まえ、これまで実施してきた施策をさらに推進し、地域社会全体で

子育てを支援していくために、「第二期一関市子ども・子育て支援事業計画」（以下「本計画」と

いう。）を策定するものです。 

  



一関市 
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第２節 計画の位置付け 
 

本計画は、子ども・子育て支援法の第 61条第１項に基づく「市町村子ども・子育て支援事業計

画」として策定するものです。 

計画の策定に当たっては、次世代育成支援対策推進法に基づく「市町村行動計画」と子どもの

貧困対策の推進に関する法律に基づく「市町村計画」を包含したものとして策定します。 

また、SDGｓの理念や目標を共有し、本計画と SDGｓの一体的な推進を目指します。 

※「SDGs（エスディージーズ）」とは、「Sustainable Development Goals（持続可能な開発目標）」の略称であり、平成27年９

月の国連サミットで採択された、国際社会共通の目標です。 

 

第３節 他計画との関係 
 

当市のまちづくりの基本計画である「一関市総合計画」を上位計画として、まちづくりの目標

の一つに掲げる「自ら輝きながら次代の担い手を応援するまち」の実現に向けた子育て支援に係

る分野別計画であり、関連計画との調和を図るものです。 

■ 他計画との関係 
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＜国＞ 

◇子ども・子育て関連３法 

◇少子化社会対策基本法 

◇次世代育成支援対策推進法 

◇児童福祉法 

◇子ども貧困対策推進法 

他の関連計画 

◇一関市まち・ひと・しごと創生総合戦略 

◇一関市子ども健全育成プラン 

◇一関市教育振興基本計画 

◇いちのせき男女共同参画プラン 

等 

＜岩手県＞ 

◇いわて子どもプラン 

◇岩手県子ども・子育て支援事業計画 

◇岩手県ひとり親家庭等自立促進計画 

◇いわての子どもの貧困対策推進計画 

一関市総合計画 
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第４節 計画期間 
 

本計画の期間は、子ども・子育て支援法に基づき、令和２年度から令和６年度までの５年間を

一期として、令和元年度に策定しました。 

なお、計画期間内に定めた「量の見込み」と「確保の方策」を対比して、乖離
か い り

がある場合のほ

か、国などの動向により施策・事業の変更が必要な場合には、その後の施策・事業を効果的に進

めるため、「一関市子ども・子育て会議」等の意見を聞きながら、必要に応じて見直すものとしま

す。 

■ 計画期間 
H27 
年度 

H28 
年度 

H29 
年度 

H30 
年度 

H31/R 1 
年度 

R 2 
年度 

R 3 
年度 

R 4 
年度 

R 5 
年度 

R 6 
年度 

          

 

 

第５節 計画の策定体制と住民意見の反映 
 

保護者、事業従事者、関係団体代表、知識経験者等から構成される「一関市子ども・子育て会

議」において、計画策定に向けて事業のあり方や事業ニーズ量などの必要な項目について審議を

行い、その結果を計画書に反映しました。 

また、当市の子育て支援等に関わるニーズを把握するため、平成 31年１月に子育て中の保護者

を対象としたアンケート形式のニーズ調査を行い、調査結果から得られた子育ての現状や今後の

子育て支援に係る意向等を、新たなサービスの目標事業量や子育て支援施策の推進方策の検討資

料として活用しました。 

計画書（最終案）ができた段階においてパブリックコメントを行い、広く市民から計画に対す

る意見等を聞き、計画書に反映できるよう努めるとともに、庁内関係各課等においても協議検討

を行い、当市を事業主体として策定しました。 

 

  第二期 
一関市子ども・子育て支援事業計画 
「いちのせき子育てプラン」 一関市子ども・子育て支援事業計画 

「いちのせき子育てプラン」 


